
 

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は
5
月
31
日

　　

軽
自
動
車
税
は
、市
役
所
、各
住
民
セ
ン
タ
ー
、金
融

機
関
の
ほ
か
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま

す
。

　

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
は
5
月
上
旬
に
送
付
し

ま
す
の
で
、忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

●
取
り
扱
い
が
で
き
る

　

主
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　

セ
ブ
ン・
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　

デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、コ
コ
ス
ト
ア
、エ
ブ
リ
ワ
ン

※

そ
の
他
の
取
り
扱
い
店
舗
は
、送
付
さ
れ
る
納
税
通

　

知
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

※

取
り
扱
い
が
で
き
な
い
店
舗
や
手
数
料
が
か
か
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
納
付
期
限　

5
月
31
日
㈫

★
一
般
会
計
で
の
削
減
効
果
額
は

　

約
11
億
円

　

第
五
次
大
村
市
行
政
改
革
大
綱
で
掲
げ
た

「
健
全
な
財
政
運
営
」、「
行
政
経
営
シ
ス
テ
ム

の
確
立
」、「
市
民
と
の
協
働
型
市
政
の
推
進
」、

「
組
織
力
・
職
員
力
の
向
上
」の
４
つ
の
テ
ー
マ
に

基
づ
き
、具
体
的
な
改
革
策
や
目
標
効
果
額

を
設
定
し
た
実
施
計
画
書
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
計
画
で
は
、平
成
23
年
度
か
ら
27

年
度
ま
で
の
５
年
間
で
、43
の
具
体
的
取
り

組
み
を
実
施
し
、一
般
会
計
で
１,
０
９
６,
６
３

０
千
円
の
効
果
額
を
計
上
し
て
い
ま
す
。今
後
、

職
員
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

★
実
施
計
画
書
の
概
要

○「
健
全
な
財
政
運
営
」の
主
な
取
り
組
み

・
市
税
や
住
宅
使
用
料
な
ど
の
収
納
対
策
を

更
に
強
化
し
、収
納
率
の
向
上
を
図
る

・
公
有
地
を
再
度
整
理
し
、未
利
用
公
有
地

の
売
却
促
進
や
現
在
無
償
で
貸
し
て
い
る

公
有
地
を
有
償
貸
付
と
す
る

・
施
設
を
利
用
す
る
人
と
利
用
し
な
い
人
と

の
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、公

共
施
設
の
使
用
料
を
見
直
す

・
介
護
保
険
や
国
民
健
康
保
険
な
ど
、予
防
対

 

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は

 

早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

〈
減
免
対
象
〉 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
減
免
対
象
と
な
り
ま
す
。

１
．障
が
い
者
の
通
学
、通
院
、通
所
ま
た
は
生
業
の
た

め
に
使
用
す
る
車
で
、次
に
該
当
す
る
も
の
。た
だ
し
、

普
通
車
も
含
め
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

①
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
人
で
、歩
く
こ
と
が

困
難
な
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど

②
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
人
と
生
計
の
同
じ

人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど

③
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
人
の
み
の
世
帯
の
人

を
常
時
介
護
す
る
人
が
運
転
す
る
軽
自
動
車
な
ど

２
．車
両
の
構
造
が
障
が
い
者
用
の
軽
自
動
車
な
ど

〈
申
請
方
法
〉

税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ
に
必
要
書
類
を
添
え
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

〈
持
参
品
〉

①
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

②
身
体
障
害
者
手
帳（
戦
傷
病
者
手
帳
）、療
育
手
帳

　

ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

③
運
転
免
許
証　

④
車
検
証　

⑤
印
か
ん

⑥
そ
の
他（
状
況
に
よ
り
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
）

●
申
請
期
限　

5
月
24
日
㈫

※

申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
で
き
ま
せ
ん
。な
お
、

　

障
が
い
の
程
度
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

※

手
帳
の
等
級
に
よ
っ
て
は
、減
免
が
受
け
ら
れ
な
い
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。

※

普
通
自
動
車
の
減
免
手
続
き
は
、県
央
振
興
局
で

　

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

・市税などの収納率向上
・未利用公有地の売却・有償貸付
・公共施設の使用料見直し
・予防強化による社会保障費抑制
・人件費の総量抑制
・外部評価制度の導入
・廃棄物処理業務の民間委託
・調理場業務の民間委託
・基幹業務システムの最適化
・電子申請の利用促進
・公営企業と第３セクターの経営健全化
・自治基本条例等の検討
・住民主導型地域活性化事業の導入
・市民協働型事業提案制度の導入
・ボランティア銀行の創設
・機構改革の実施
・全課でグループ制を導入
・プロジェクトチームの有効活用
・人事評価制度の全職員への導入
・職員研修の充実強化

712,828歳入確保策

歳出削減策

民間活力の導入

電子自治体の推進

市民協働の推進

組織力の向上

職員力の向上と人材育成

公営企業等の経営健全化

行政評価システムの充実強化

267,246

─

190,993

△76,782

─

2,345

9

8

1

2

2

10

5

3

3

─

─

健全な財政運営

組織力・職員力の向上

行政経営システムの
確立

市民との協働型市政
の推進

◎実施計画書総括表　※効果額は一般会計のみを計上
テ　　　ー　　　マ 取　　　　　　　組 件数 効　 果　 額 主 な 具 体 的 取 組

合計1,096,630
※マイナスの金額は、新規システム導入に伴い初期費用を要するため、経費が増加するものです。

(単位：千円)

「
第
五
次
大
村
市

　

行
政
改
革
実
施
計
画
書
」

　
　
　
　
　

を
策
定
し
ま
し
た

「
第
五
次
大
村
市

　

行
政
改
革
実
施
計
画
書
」

　
　
　
　
　

を
策
定
し
ま
し
た

の
お
知
ら
せ

の
お
知
ら
せ 　

策
の
更
な
る
強
化
を
図
り
、急
増
す
る
社
会

保
障
費
の
総
量
を
抑
制
す
る

○「
行
政
経
営
シ
ス
テ
ム
の
確
立
」の
主
な
取  

　

り
組
み

・
行
政
評
価
シ
ス
テ
ム
の
充
実
強
化
を
図
る

た
め
、外
部
評
価
制
度
を
導
入
す
る

・
廃
棄
物
処
理
業
務
と
調
理
場
業
務
を
民

間
に
委
託
す
る

・
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
を
標
準
化
し
、国
が
推

進
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
集
約
化
へ
の
ス
ム
ー
ズ

な
移
行
を
目
指
す

※

こ
の
取
り
組
み
は
、新
た
な
シ
ス
テ
ム
の
導

入
に
初
期
費
用
を
要
す
る
た
め
、5
か
年

で
は
、マ
イ
ナ
ス
効
果
と
な
り
ま
す
が
、長
期

的
に
は
経
費
削
減
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
行
政
手
続
な
ど
に
お
け
る
電
子
申
請
の
利

用
を
促
進
す
る　

○「
市
民
と
の
協
働
型
市
政
の
推
進
」の
主

　

な
取
り
組
み

・
市
民
協
働
の
在
り
方
を
定
め
る
指
針
を
策

定
し
、自
治
基
本
条
例
等
を
検
討
す
る

・
市
民
協
働
の
実
践
的
な
取
り
組
み
と
し
て
住

民
主
導
型
地
域
活
性
化
事
業
、市
民
協
働

型
事
業
提
案
制
度
を
導
入
す
る

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
参
加
を
推
進
す
る

仕
組
み
づ
く
り
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
銀
行

を
創
設
す
る

○「
組
織
力
・
職
員
力
の
向
上
」の
主
な
取
り

　

組
み

・
全
課
で
グ
ル
ー
プ
制
を
導
入
す
る

・
人
事
評
価
制
度
の
全
職
員
へ
の
導
入
や
職

員
研
修
を
強
化
す
る

■
行
革
推
進
課（
内
線
２
２
３
）

 

入
っ
て
い
ま
す
か
？
自
賠
責
保
険

　　

自
動
車
は
も
ち
ろ
ん
バ
イ
ク
、原
付
自
転
車
の
所
有

者
は
、自
賠
責
保
険（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
・

共
済
）へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。未
加
入

者
の
運
行
は
、１
年
以
下
の
懲
役
、ま
た
は
50
万
円
以

下
の
罰
金
、さ
ら
に
違
反
点
数
は
６
点
で
、即
免
許
停

止
処
分
と
な
り
ま
す
。

　

自
賠
責
保
険
の
期
限
が
き
れ
て
い
な
い
か
、ま
た
未

加
入
で
は
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
手
続
き
は
市
内
の
車
両
販
売
店
な
ど
で
取
り

扱
っ
て
い
ま
す
。

 

自
動
車
税
の
納
期
限
は
5
月
31
日

　

自
動
車
税
の
納
付
書
は
5
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
。お
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど

で
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

●
納
付
期
限　

5
月
31
日
㈫

■
県
央
振
興
局
税
務
部　

☎
㉒
０
５
０
８

TAX INFORMATION 税税
■
税
務
課（
内
線
１
１
６
）
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